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※ 共動は第６次鹿角市総合計画におけるまちづくりの基本理念であり、市民、自治会、市民団体、企業や行政な

どが同じ視点で責任と役割を認識しながら、課題解決に向け共に活動を進めることを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０次鹿角市交通安全計画の概要 

【策定の趣旨】 
「交通安全対策基本法」を根拠に、国の「第１０次交通安全基本計画」、県の「第１０次秋田県交通

安全計画」に基づき、市、県、警察等で構成する鹿角市交通安全対策会議を経て「第１０次鹿角市交

通安全計画」を策定する。 

【計画の性格】 
・交通安全対策基本法第２６条の規定に基づく計画 

・本市の交通安全施策の大綱 

【計画の期間】 

平成２８年度～平成３２年度（５年間） 

【計画の基本理念】 
○人命尊重の理念に基づき、交通事故のない鹿角市を目指します。 

○「人優先」を基本とし、交通社会を構成する人間、交通機関および交通環境の相互の関連を重視し

ながら、施策を総合的かつ継続的に推進します。 

○成果目標を設定し、市民の理解と協力のもと、関係機関・団体が共動※で施策を推進します。 

 

【計画における目標】 

第１０次計画の目標 

 

○目 標…道路交通事故のない社会 

 

○目標値…交通事故死者数       ０人継続 

     １年間の交通事故負傷者数 ４２人以下 

 

※ 参 考：第９次計画期間事故発生状況 

 目標 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

事 故 件 数 － ７３件 ５２件 ６５件 ５３件 ４３件 

死 者 数 ０人 ０人 １人 １人 ４人 ３人 

負 傷 者 数 ７５人 ９０人 ６７人 ８２人 ６６人 ４５人 

 

【策定スケジュール】 
平成２８年１３月３１日       第１０次交通安全基本計画の決定（国） 

ああ〃ああ１８月１４日       第１０次秋田県交通安全計画の決定（県） 

ああ〃ああ１０月１４日       鹿角市交通安全対策会議（市計画案作成） 

ああ〃ああ１０月 ６日～１１月４日 パブリックコメント実施 

〃  １２月 ２日       第１０次鹿角市交通安全計画策定 
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【交通安全の対策】 

 

○交通事故による被害を減らすために重点的に対応すべき事項 

 ・市民自らの意識改革           ・高齢者および子どもの安全確保 

・歩行者および自転車の安全確保      ・生活道路における安全確保 

 

○交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項 

・実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進  ・地域ぐるみの交通安全対策の推進 

 

○実施する施策 

施  策 主 な 内 容 

１ 市民一人ひとりの交通安 

全意識の高揚 

（１）交通安全に関する普及啓発活動の推進 

（２）段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

（３）効果的な交通安全教育の推進 

（４）交通安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 

（５）住民の参加・共動による推進 

２ 安全運転の確保 
（１）運転者教育等の充実 

（２）道路交通に関する情報の充実 

３ 道路交通環境の整備 

（１）人優先の安全で安心な歩行空間の整備 

（２）改良等による道路交通環境の整備 

（３）交通安全に寄与する道路交通環境の整備 

４ 道路交通秩序の維持 
（１）交通指導取締りの強化等 

（２）暴走行為等対策の強化 

５ 踏切道における安全対策 

（１）安全意識の啓発 

（２）踏切道における交通規制の実施 

（３）踏切道の改良および統廃合の推進 

６ 救助・救急活動の充実 

（１）救助・救急体制の整備 

（２）救急救命士の養成・配置等 

（３）心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発活動の推進 

（４）救助隊員および救急隊員の教育訓練の充実 

（５）救急関係機関の協力の確保等 

７ 被害者支援の充実 
（１）交通事故相談活動の充実 

（２）自動車事故被害者に対する救済・援護措置の充実 

 


